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田原本町自転車駐車場指定管理者募集要項 

 

この要項は、田原本町田原本駅前自転車駐車場と田原本町笠縫駅前自転車駐車場（以下「自転車駐車場」

という。）について、田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例に基づき、当該

施設に係る指定管理者を募集するに当たり、その手続きその他の必要な事項を定めるものとする。 

 

１． 施設の概要 

 次の駐車場を対象施設とします。 

名称  田原本町田原本駅前自転車駐車場 

所在地  磯城郡田原本町１７０番地の２ 

施設の構造・面積 

 構造【管理人室】 軽量鉄骨プレハブ造 

   【シェルター】溶融亜鉛メッキ銅板 

 面積   ７３５．８４㎡ 

種別・収容台数  自転車  ４２０台 

収容形態  平面置き 

自転車等出入口  北側出入口１箇所 

主な設備  フラッパーゲート 

 定期更新機 

 防犯カメラ 

 

名称  田原本町笠縫駅前自転車駐車場 

所在地  磯城郡田原本町大字宮森３２６番地の２ 

施設の構造・面積 
 構造  鉄骨造平屋建 

 面積  ５０７．３５㎡ 

種別・収容台数  自転車（４６０台）、原動機付自転車（３０台） 

収容形態  平面置き 

自転車等出入口  西側駐車場１箇所 東側駐車場１箇所 

主な設備  精算機 

原付チェーンラック 

 シニアカー等用チェーンラック 

 電磁ロック式ラック 

 防犯カメラ 

 

２． 施設の管理運営方針 

指定管理者による創意工夫によって、より質の高いサービスを利用者に提供するとともに、管理経費

等の削減を図ることを基本としつつ、次の点を管理運営に当たっての方針とします。 

（１）維持管理方針 

施設や設備は、その機能と特性を十分に把握した上で、その機能を正常に保持するとともに、適正

で安全な維持管理と必要に応じた保守点検を行うものとする。 

（２）管理運営方針 

  ①利用者の安全対策を第一に運営すること。 
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  ②利用者に対応する時は、高圧的にならないようにすること。 

  ③地域の拠点として、地域住民や利用者の意見、要望を積極的に徴取し、管理運営に反映するよう努

めること。 

  ④利用者等に関する個人情報について、秘密保持等の適正な管理を行うこと。 

（３）公平な利用の確保 

公の施設であることを常に念頭において、利用者の公平な利用を確保する運営を行い、個人及び特

定の団体又はグループに対して、有利あるいは不利になるような取扱いをしてはならない。 

（４）質の高い接遇応対 

   利用者が満足できる、親切かつ丁寧な質の高い接遇等のサービスを行うこと。 

（５）環境への配慮 

   省エネや環境負担の軽減に配慮し、かつ、廃棄物を適切に処理するなど、環境に対する取り組みに

努める。 

（６）その他疑義の取扱い 

この要領に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について定めのない事項又は疑

義が生じた場合については、町と協議すること。 

 

３． 管理の条件等 

（１）指定の期間等 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとします。ただし、管理を継続することが適当で

ないと認めるときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずるこ

とがあります。 

本業務に係る事業年度は、令和８年度については令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで、

令和９年度については令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで、令和１０年度については令

和１０年４月１日から令和１１年３月３１日まで、令和１１年度については令和１１年４月１日から

令和１２年３月３１日まで、また令和１２年度については令和１２年４月１日から令和１３年３月３

１日までとします。 

（２）指定管理者が行う業務 

① 自転車駐車場の利用の許可に関する業務 

② 自転車駐車場の利用の停止又は利用の許可の取消しに関する業務 

③ 自転車駐車場の使用料の収納、減免及び還付の受付に関する業務 

④ 自転車駐車場の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務 

⑤ 自転車駐車場の管理運営に関し必要と認められる業務 

⑥ その他、町長が認める業務 

   なお、業務の範囲の詳細については、田原本町自転車駐車場指定管理者業務仕様書に定めるとおり

とします。 

（３）管理の基準 

① 法令等の遵守 

   駐車場の管理運営業務を行うに当たり遵守すべき法令等 

    ア 地方自治法及び地方自治法施行令 

    イ 労働基準法その他労働関係法令 

    ウ 田原本町自転車駐車場条例（以下「条例」という。）、田原本町自転車駐車場条例施行規則 
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    エ 個人情報の保護に関する法律、田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例、田原本町情報

公開条例 

    オ 建築基準法、消防法、電気事業法その他施設維持、設備保守点検に関する法令 

    カ その他指定管理業務を行うに当たり遵守すべき関係法令、通知等 

   ※指定管理期間中に上記の法令などに改正があった場合は、改正された内容によるものとします。 

② 利用時間及び休場日 

ア 田原本町田原本駅前自転車駐車場及び田原本町笠縫駅前自転車駐車場の利用時間は終日。 

イ 田原本町田原本駅前自転車駐車場及び田原本町笠縫駅前自転車駐車場の休場日は、設定しない。 

③ 指定管理業務の一括委託の禁止 

指定管理業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることを禁止します。ただし、指定管理

業務の一部を委託し、又は請け負わせることについて、あらかじめ町長の承認を得た場合はこの限り

ではありません。 

（４）使用料、管理経費 

① 使用料 

ア 使用料は、条例の規定により利用者が負担します。 

イ 自転車駐車場の使用料は、町の収入とします。 

ウ 使用料は、条例別表に定めるとおりとします。 

② 管理経費 

管理経費は、町が支払う指定管理料によって賄うこととします。指定管理料の額は、指定管理者が

提出した事業計画書、収支予算書を基本として予算の範囲内において年度（４月１日から翌年３月３

１日まで）ごとに協定で定めます。また、指定管理料の精算は行いません。 

町と指定管理者の主な経費分担については、次のとおりとします。 

項目 
負担者 

内容 
町 指定管理者 

人件費  ○ 責任者及び管理人 

備品・消耗品費  ○ 
事務用消耗品（文房具類等） 

管理・補修用消耗品 

印刷製本費  ○ 自転車駐車場の管理運営に必要となる書類等 

光熱水費  ○  

電話料  ○  

保険料  ○  

保守料  ○  

修繕費 

 

○ 

経年劣化による施設・設備・外構の維持補修又

は修理・修繕（年度ごとにおける累積金額が３

０万円未満）、施設の管理上急を要する維持補

修 

○  
経年劣化による施設・設備・外構の維持補修又

は修理・修繕（３０万円以上） 

土地借上料 ○  笠縫駅前自転車駐車場のみ 

（５）設備及び備品の設置 

① 設備 
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既存の設備については、（４）②管理経費に関する経費分担に従い管理を行ってください。また、

効率的・効果的な自転車駐車場運営を行うために新たに設置する電磁ロック式ラック、機械式ゲート

並びに精算機等の設置については、町の承認を条件に指定管理者の負担により設置することができる

ものとします。また、設置後に発生する機器関連の経費についても指定管理者の負担とするものとす

る。なお、指定管理料で設置した設備については、その所有権は、指定期間満了後、原則として町に

帰属するものとします。 

② 備品 

既存の備品については、（４）②管理経費に関する経費分担に従い管理を行ってください。効率的・

効果的な自転車駐車場運営を行うために新たに購入する備品については、町の承認を条件に指定管理

者の負担により購入することができるものとします。その所有権は、指定期間満了後、町に帰属する

ものとします。 

（６）運営体制 

① 責任者・管理人の配置等 

   自転車駐車場の管理に必要な責任者や管理人を配置してください。 

   また、人員の配置は、労働基準法、労働安全衛生法及びその他労働関係法令を遵守してください。 

② 指定管理業務開始の準備 

   指定管理の指定を受けた場合においては、万全の体制で指定管理業務が遂行できるよう自らの負担 

  と責任において、準備作業を行っていただいきます。 

（７）責任分担 

   事故・火災等による自転車駐車場の損傷及び被災者に対する責任は、事案ごとの原因により判断し

ますが、第一義的責任者は指定管理者に帰属するものとし、被害が最小限となるよう迅速かつ最善の

対応をとるとともに、直ちに町へ報告してください。自転車駐車場の管理運営に際し予測される責任

分担は、概ね次のとおりとします。 

項目 内容 
責任分担 

町 指定管理者 

応募 応募に関して必要な費用  ○ 

議会の議決が得られ

なかった等、協定が締

結できなかった場合 

応募に関して負担した費用及び生じた損害  ○ 

管理運営の準備のために負担した費用及び生じた

損害 
 ○ 

債務不履行 
町が協定内容を不履行 〇  

指定管理者が業務及び協定内容を不履行  〇 

書類の誤り 

仕様書等、町が責任を持つ書類の誤りによるもの 〇  

事業計画書等、指定管理者が提案した内容の誤りに

よるもの 
 〇 

法令変更 

本事業に係る根拠法令の変更、新たな規制立法等の

成立など 
○  

広く事業者全般に影響を与える税制度の変更によ

るもの 
 〇 

許認可 

事業実施に当たり、町が取得すべき許認可の遅延・

執行など 
○  

事業実施に当たり、指定管理者が取得すべき許認可  ○ 



5 

 

の遅延・執行など 

物価・金利変動 

指定期間中の物価及び人件費の上昇、金利の変動に

伴う経費の増加 
 〇 

事業運営に影響を及ぼす著しい物価及び人件費の

上昇、金利の変動に伴う経費の増加 
協議事項 

資金調達 

必要な資金調達  ○ 

経費の支出の遅延（指定管理者から業者）によって

生じた事由 
 ○ 

周辺地域・住民及び施

設利用者への対応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営業務に対する住民及び利用者からの

苦情、訴訟、要望等への対応など 
 〇 

騒音・振動等の環境対

応 

町の責任に帰すべき理由による騒音、振動などの環

境問題 
○  

指定管理者が行う管理に起因する環境問題  ○ 

第三者への賠償 

町の責任に帰すべき理由による事故により第三者

に与えた損害 
○  

指定管理者が行う管理に起因する事故により第三

者に与えた損害 
 ○ 

事業の 

中止・延期 

町の指示、議会の不承認等による本事業の中止・延

期など（予算案の不承認等） 
○  

上記以外の事由による事業の中止・延期（不可抗力

を除く。） 
 ○ 

指定管理者の事業の放棄・破綻  ○ 

再委託の 

管理責任 

指定管理者が締結する契約の相手方の管理など 
 ○ 

不可抗力 

 

不可抗力（暴風、豪雨、地震、火災、騒乱など町又

は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのでき

ない自然的、人為的な現象）による事業の変更、中

止 

協議事項 

不可抗力により第三者に与えた損害 協議事項 

不可抗力による事故時の対応  ○ 

不可抗力による町所有の施設、設備、備品等の損害 ○  

不可抗力による指定管理者所有の施設、設備、備品

等の損害 
 ○ 

業務内容 

の変更 

町の指示による業務内容の変更 ○  

上記以外の要因による業務内容の変更  ○ 

施設の損傷 

町の責任に帰すべき理由による事故、火災等による

施設の損傷 
○  

指定管理者の責任に帰すべき理由による事故、火災

等による施設の損傷 
 ○ 

第三者の事由による事故、火災等による町の施設、 ○  
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設備、備品の損傷 

第三者の事由による事故、火災等による指定管理者

の施設、設備、備品の損傷 
 ○ 

維持管理費 

１件３０万円までかつ年間３０万円までの修繕費  ○ 

上記を超える修繕費 ○  

施設の修繕及び改修による管理運営業務への影響  ○ 

備品及び消耗品の盗難・紛失  ○ 

セキュリティー 警備不備による情報漏えい、犯罪発生  ○ 

事業評価 業務内容が町の要求水準に達しない  ○ 

終了手続 
指定期間終了時の施設の水準の保持  ○ 

事業終了時における手続きに要する費用  ○ 

引き継ぎ 事務引き継ぎに係る経費  〇 

上記に該当しない場合は、別途協議するものとします。 

（８）その他の条件 

① 指定管理者は、管理業務を開始する日までに、現指定管理者から事務引継を受けること。 

② 町が自転車駐車場等の施設等を、災害の発生その他特別の事情がある場合に優先的に使用する場

合は、指定管理者はこれに協力すること。 

 

４．申請の資格 

  申請できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者であり、法人及びその他の団体（以下「団体」

という。）とする。（個人での申請は不可）。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも該当していない

者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき

更正手続き又は民事再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

（３）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団関係事業者（法人で

その役員若しくは使用人のうちに暴力団員のあるもの又は自然人で使用人のうちに暴力団員のある

ものをいう。）でないこと。 

（４）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していないこと。 

（５）直近２年間の国税・地方税の滞納がない者であること。 

（６）告示日以降に、国及び地方公共団体から入札等参加停止措置を受けていないこと。 

 

５．提出書類 

（１）指定管理者指定申請書（様式第１号） 

（２）田原本町自転車駐車場指定管理者事業計画書（様式第２号） 

（３）田原本町自転車駐車場収支予算書（様式第３号、各事業年度毎に作成） 

（４）申請の資格を有している旨の申立書（様式第４号） 

（５）団体の概要等に関する書類 

① 団体の概要 
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ア 経歴及び事業内容 

イ 代表者の履歴 

ウ 法人の場合は資本金、従業員数、事業所等の規模が分かる資料及び経営理念・方針、経営の効

率化や透明性の確保、管理・チェック体制等が分かる資料 

② 役員名簿 

ア 法人にあっては、その役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参加している者の名簿を、その

他の団体にあっては、その代表者及び運営に事実上参加している者の名簿 

イ 役員名簿は、役職名、氏名、生年月日、性別及び住所が記載されているものであること。 

③ 団体の代表者の連絡先 

（６）定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類（最新のもの） 

（７）法人の場合は、当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体の場合は代表者の住民票の写し（申請 

の日の３か月以内に発行のもの） 

（８）団体の、申請の日に属する事業年度の直近２事業年度の事業報告書、貸借対照表及び財産目録又は 

これらに類するもの 

（９）団体の、申請の日に属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 

（10）法人の場合は国税（法人税、消費税）及び主たる事業所の所在地の地方税の直近２年分の納税証明 

書、法人以外の団体の場合は代表者の納税証明書（申請の日の３か月以内に発行のもの） 

 

６．提出部数 

正本１部、副本１部、副本をスキャンしたＰＤＦデータ一式を記録したＣＤ－Ｒ等の電子記録媒体（Ｕ

ＳＢ不可）１枚 

 ※１ 各種証明書等の原本は正本に添付し、副本にはそのコピーの添付で可とします。 

 ※２ 副本については、全ての書類において法人等の名称、代表者氏名、法人等の印影、代表者の印影

等、法人等を特定できる情報を黒塗りその他の方法により削除して提出してください。削除が不十分

な場合は、その補正を指示し、又は町が当該箇所を削除します。 

※３ 副本については、町が複写する場合があるため、ホチキスやインデックス等を使用せず、製本せ

ずに提出してください。 

 

７．申請手続き 

（１）募集要項の配布（田原本町のホームページからダウンロードすることもできます。） 

  ① 田原本町自転車駐車場指定管理者募集要項 

  ② 田原本町自転車駐車場指定管理者業務仕様書 

  ③ 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

  ④ 田原本町自転車駐車場事業計画書（様式第２号） 

  ⑤ 田原本町自転車駐車場収支予算書（様式第３号） 

  ⑥ 申請の資格を有している旨の申立書（様式第４号） 

  ⑦ 現地説明会参加申込書（様式第５号） 

  ⑧ 質問票（様式第６号） 

  ⑨ 辞退届（様式第７号） 

  ⑩ 田原本町自転車駐車場条例及び田原本町自転車駐車場条例施行規則 

  ⑪ 田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例 



8 

 

（２）募集期間 

令和７年９月２４日（水）から令和７年１０月１５日（水）午後５時（必着） 

午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

（３）募集要項の配布場所及び申請書類提出先 

募集期間内に下記に直接持参、郵便又は信書便により提出してください。なお、郵送又は信書便に

よる提出については、期限内必着。 

〒636-0392 奈良県磯城郡田原本町８９０番地の１ 

田原本町役場総務部総務課 

電話        ０７４４－３２－２９０１（内線２３４） 

ＦＡＸ       ０７４４－３２－２９７７ 

電子メールアドレス somusho＠town.tawaramoto.nara.jp 

（４）現地説明会（希望者のみ） 

① 説明会の日時 

令和７年１０月３日（金） 

開始時刻については参加申込書受付後に個別にお知らせします。 

② 説明会の場所 

田原本町田原本駅前自転車駐車場、田原本町笠縫駅前自転車駐車場（ただし、現地説明会当日の集

合場所は田原本町田原本駅前自転車駐車場） 

③ 参加申込みの方法 

令和７年９月３０日（火）午後５時までに、持参、郵送及びファックス又は電子メールにより現地

説明会参加申込書（様式第５号）を田原本町役場総務部総務課に提出してください。 

④ その他 

参加人数は、１団体２名までとします。 

（５）質問及び回答 

① 受付 

仕様書について質問がある場合は、令和７年１０月７日（火）の午後５時までに、質問票（様式第

６号）を電子メールにより提出してください。メール送信後、電話で受信確認をしてください。 

口頭、電話による質問にはお答えできません。また、意見の表明と解されるもの、質問内容が不明

瞭なものについては回答しません。 

② 回答 

質問に対する回答は、令和７年１０月９日（木）までにホームページに掲載します。 

（６）ファックス・電子メールでの提出について 

現地説明会参加申込書（様式第５号）及び質問票（様式第６号）を郵送、ファックス又は電子メー

ルで提出の場合は、提出先に電話により到着の有無を確認してください。 

 

８．選定 

（１）審査 

① 第１次審査（書類審査） 

田原本町指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が（２）選定基準により指定管

理者指定申請書等を審査して評価を行い、評価点数（１０２点満点）の合計が高いものから３者を

第２次審査のヒアリング要請者として選定します。ただし、指定管理者指定申請書等を提出した者
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が３者以下の場合は、第１次審査を省略することができるものとします。 

第２次審査のヒアリング要請者として選定した申請者に対しては、その旨を通知し、選定しなか

った提出者に対しては選定しなかった旨を通知するものとします。この場合において、申請者は審

査結果に関する問い合わせ、異議申立て等は一切できないものとします。 

② 第２次審査（ヒアリング審査） 

ヒアリング要請者は、提出した事業計画書、収支予算書等に基づきプレゼンテーションを行いま

す（ヒアリング要請者が１者しかない場合でも、第２次審査は実施します。）。 

選定委員会は、プレゼンテーションにおいて、（２）選定基準により審査し、評価を行うことと

します（第１次審査の評価は、第２次審査においては勘案しません。）。  

なお、各選定委員が評価（１０２点満点）を行った結果、各選定委員の評価点の平均が６０点に

満たない評価があった場合は、受託候補者及び次点者を選定しません。 

また、選定の対象となる者がない場合には、再度の公募又は公募によらない指定管理者の選定を

行う場合があります。 

各選定委員の採点の合計で最も高い評価を一番多く得た者を最適候補者として特定します。 

最適候補者が１者であった場合は、最適候補者を受託候補者とします。 

最適候補者が複数いた場合は各選定委員の合計点数の最も高い者、最適候補者かつ各選定委員の

合計点数の最も高い者が複数いた場合には審査委員の多数決により、受託候補者を決定します。な

お、この場合において受託候補者に次ぐ評価を得た者を次点者として決定します。 

受託候補者、次点者及び選定しなかった者に対してはその旨を通知するものとします。ヒアリン

グ要請者は、審査結果に関する問い合わせ、異議申立て等は一切できないものとします。 

受託候補者については、選定後、速やかに町ホームページにおいて公表するものとします。 

なお、申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

また、ヒアリング審査は、都合により書類審査に変更する場合があります。 

（２）選定基準 

   選定項目及び配点は、次のとおりとします。 

 選定の基準 審査項目 点数 

1 
事業計画書の内容が公の施設の効用を

最大限に発揮させるものであること 

① 施設の現状分析・事業実施計画 5 

② 利用の促進、サービス向上の方策 5 

2 
町民による公の施設の平等利用を確保

できるものであること 

① 町民による平等利用に対する考え方

及び方策 

5 

② 情報公開及び法令遵守に対する考え

方及び方策 

5 

3 
事業計画書の内容が公の施設の経費の

縮減が図られるものであること 

① 指定管理料の提案額 50 

4 
事業計画書に沿った公の施設の管理を

安定して行う能力を有していること 

① 職員の配置、勤務体制及び研修計画 10 

② 類似事業の実績、ノウハウ 5 

③ 財務状況の健全性 5 

④ 施設の維持管理、安全対策、非常時

の対応に対する考え方及び方策 

5 

5 
その他効果的に公の施設の設置の目的

を達成することのできる団体であるこ

① 施設の管理運営に対する熱意・意欲

及び地域等における連携・貢献 

5 
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と 

6 別紙「指定管理審査における社会的な価

値の勘案基準」に規定した項目のいずれ

かに該当していること。 

① 社会的な価値の勘案 2 

（３）選定結果の通知について 

全ての申請者に対して、令和７年１１月末までに通知する予定です。 

 

９．指定管理者の指定等 

（１）指定 

指定管理者の候補者を、田原本町議会の議決を経て、指定管理者に指定します。ただし、選定後、

指定管理者の候補者に指定管理者として管理を行わせることが適当でないと認められる事由が判明

した場合は、指定管理者の候補者を指定しない場合があります。 

（２）協定の締結 

指定後、管理を開始するまでに、町と指定管理者は協議の上、田原本町自転車駐車場の管理に関す

る協定を締結します。 

（３）指定の取消し 

指定後、当該指定管理者に管理を行わせることが適当でないと認められる事由が判明した場合は指

定を取り消す場合があります。 

（４）事業の実施の準備のために支出した費用の負担 

指定管理者の候補者を指定しなかった場合及び施設の管理を開始するまでに指定を取り消した場

合、指定管理者の候補者が事業の実施の準備のために支出した費用等については、原則として補償し

ません。 

 

１０．申請に当たっての留意事項 

（１）申請に要する費用は、申請者の負担とします。 

（２）提出された書類は、お返しできません。 

（３）提出された書類の著作権は、作成団体に帰属します。なお、町は必要に応じて提出された書類を複

写又は公表できるものとします。 

（４）提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

（５）申請は、１団体につき１件（共同体を結成して申請する場合を含む。）のみとします。 

（６）申請の際に提出した書類の内容の変更は、軽微な誤りの修正を除き、認めません。 

（７）申請後において、申請資格が喪失する事由が生じた場合等で指定管理業務への参加を辞退する場合

は、速やかに辞退届（様式第７号）を提出してください。なお、一度申請を辞退した後、再度申請す

ることはできません。 

（８）申請書類に虚偽があった場合や申請者が選定に対する不当な要求をした場合、選定審査の対象から

除外します。 

（９）選定結果に対する異議申し立てには応じません。 

 

１１．その他 

（１）業務の継続が困難となった場合の措置等 

① 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 
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指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合、町は、指定管理者の指定

を取り消す等の措置を行うものとします。この場合、指定管理者は協定に定める違約金を町に支払う

ほか、町に生じた損害を賠償するものとします。また、指定管理者は、町又は次期指定管理者が円滑

かつ支障なく業務を遂行できるように引継ぎを行うものとします。 

② 町及び指定管理者の責めに帰すことのできない事由による場合 

自然災害その他不可抗力等、町及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により業務の

継続が困難となった場合、事業継続の可否について協議を行うものとします。 

なお、一定期間内に協議が整わなかった場合は、町は指定管理者との協定を解除できるものとしま

す。また、指定管理者は、町又は次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるように引継ぎ

を行うものとします。 

（２）協定が締結できない場合の措置等 

指定管理者の候補者が、協定締結までに次に掲げる事項に該当すると認められた場合は、町は協定

を締結しないことがあります。なお、この場合において、協定締結までに要した費用は、全て指定管

理者の候補者の負担とします。 

① 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

② 財務状況の悪化等により、本事業の業務履行が確実でないと認めるとき。 

③ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 


